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【午前９時００分開会】 

○安間教育長  大変お待たせをいたしました。本日の出席は５名でございますので、本

日の委員会は有効に成立をいたしました。 

    これより平成２８年度第９回定例会を開会いたします。 

    本市では地球温暖化対策、省資源対策の一環として節電等に取り組んでおります。

本定例会においても、照明の一部消灯や、職員のクールビズを実施いたしておりま

すので、御理解いただきますよう、お願いいたします。 

    本日の議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は、星山麻木

委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    さて、本日の議事でございますが、第２９号議案については審議内容が個人情報

に及ぶため「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項及び第８

項の規定により、非公開といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、日程第２、第３０号議案 八王子市生涯学習審議会委員の委

嘱についてを議題に供します。本案について生涯学習政策課から説明願います。 

○瀬尾生涯学習政策課長  それでは、第３０号議案、八王子市生涯学習審議会委員の委

嘱について説明いたします。内容につきましては、担当の塩澤主査から説明いたし

ます。 

○塩澤生涯学習政策課主査  それでは、第３０号議案について御説明いたします。 

    去る８月２４日に開催されました教育委員会第８回定例会第２８号議案、八王子

市生涯学習審議会委員の解嘱についてにおいて、柴田彩千子委員の解嘱について御

承認いただいたところですが、これに伴う後任の委員として、帝京大学教育学部助

教であります丹間康仁氏を生涯学習審議会委員へ委嘱しようとするものでございま

す。丹間氏は、生涯学習と社会教育学を専門とし、主に行政と市民との協働につい

て研究していることから、学識経験者として選任したものでございます。なお、任

期につきましては八王子市生涯学習審議会条例第３条第２項の規定により、前任委
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員の残任期間である平成２８年１０月１日から平成３１年６月３０日までとなりま

す。 

    説明は以上でございます。 

○安間教育長  ただいま説明は終わりました。 

    本案について、御質疑はございませんか。 

○輿水委員  １点です。荒川区にお住まいということが書いてございますけれども、丹

間先生の研究のテリトリーと八王子市との関連というのは何かございますか。 

○塩澤生涯学習政策課主査  丹間氏でございますが、現在荒川区にお住まいですが市内

の帝京大学で勤務されており、また、主に研究されている内容としましては、協働

論ということで、主に住民と行政、学校と地域と異なる立場にある者同士の協働に

ついて研究されていると聞いております。 

    以上でございます。 

○輿水委員  はい、承知いたしました。八王子の帝京大学で御教鞭をとっていらっしゃ

るということで、きっと地域にも御感心をお持ちだろうというふうに思います。期

待するところです。 

○安間教育長  ほかに御質疑はございませんか。 

○星山委員  御研究の内容などはとてもよろしいのではないかなと思うのですが、大学

の研究者というところで、助教でいらっしゃるということで、例えば大学の中で割

と、まだ研究者としてキャリアを積むのに非常にお忙しい時期ではないかなとお察

しするのですが、そのあたりの大学内でのお立場のようなことも大丈夫というか、

御本人が承諾なさっているのであればなんですけれども、自分のことを過去振り返

ってみると、非常に多忙な立場でいらっしゃるのではないかなというあたりが懸念

されるのですが、そのあたりは、ほかに候補の方がいらっしゃって、でも、この先

生がやっぱりということであったのかとか、そのあたりの経緯が、もし分かりまし

たら教えていただければありがたいです。 

○瀬尾生涯学習政策課長  丹間先生につきましては、実際に長野県の地域のほうなどで

活動をされているというような実績もございまして、現在助教という立場でござい

ますが、良い方がいらっしゃいましたので、その実績ということからお願いをさせ

ていただいたところでございます。 
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    丹間先生のほうには実際に面会しお話をお伺いしまして、授業との調整であると

か、そのあたりのところについては十分可能ということで、八王子市の行政のこと

も、ぜひ生涯学習のことも携わっていければというようなお話もいただきましたの

で、ここでお願いしたいなというふうに思っているところでございます。 

○安間教育長  ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  ほかに御質疑はないようでございます。 

    それでは、本案について御意見はございますか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、御意見もないようでございますので、お諮りをいたします。 

    ただいま議題となっております第３０号議案については、提案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。よって、第３０号議案については、そのよ

うに決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、報告事項となります。指導課から報告願います。 

○中村指導課長  平成２８年度夏季休業中における部活動の関東・全国大会出場結果に

ついて御報告いたします。詳細につきましては、和田主査から御報告させていただ

きます。 

○和田指導課主査  それでは私から、本年度の夏季休業中におけます部活動の関東大

会・全国大会の出場結果につきまして御報告いたします。お配りしております資料

をご覧ください。 

    夏季休業中に行われました部活動の関東大会・全国大会の出場と結果の一覧とな

っております。表の上から、学校ごとの出場結果となっております。 

    具体的に御説明いたしますと、左の番号で１番と２番で、第一中学校のバスケッ

トボール部の女子でございますが、関東大会で３位となり上位大会である全国大会

に進み、予選を勝ち上がり決勝トーナメントに進みましたが、残念ながら１回戦敗

退との結果になっております。 
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    また種目によりましては、競技の上位大会への出場につきましてさまざまでござ

います。大会によりましても違ってきますので、関東大会の成績が優秀でも必ずし

も全国大会に出場できない場合もございます。 

    例えば番号で申し上げますと、裏面の１９番をご覧ください。椚田中学校の水泳

でございますが、関東大会に出場し結果は１位となっております。全国大会の出場

がないのは、もととなります都大会の結果によって、その時点で関東大会への出場

者、全国大会への出場者と別れて出場する競技もございます。１９番の選手につき

ましては、関東大会１位という結果が最終結果となっております。 

    このように、本市の生徒が関東大会・全国大会に出場できたことは大変喜ばしい

ことでございます。教育委員会としましては、大会出場に係る費用、交通費、宿泊

費、大会参加費等を生徒派遣費として補助しております。また、今年度の表彰対象

者として年度末には御審議いただくことになるかと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。今後も部活動におきましては、外部指導員の配置や生徒派遣費

の補助といったことを通じて、部活動の充実を図ってまいりたいと思います。 

    報告は以上でございます。 

○安間教育長  ただいま報告が終わりました。 

    本件について、御質疑はございませんか。 

○和田委員  ちょっと教えていただきたいのですけど、今これだけの生徒たちが大会に

出場して支援をする意味で、市として交通費とか宿泊費とか、そういうものを支給

しているというお話だったのですけども、これは大会のレベルというのは特にどこ

以上というような、そういう規定があるのでしょうか。 

    それから、引率する先生方については、どの程度、そういう補助のようなものが

あるのでしょうか。先生方は校費の出張旅費か何かで対応されているのかどうか、

その辺のところ、今非常に部活動なども活動費であるとか、そういう費用がかかる

という面もありますので、どの程度支援されているのか教えていただければと思い

ます。 

○和田指導課主査  まず１点目の補助につきましてですが、生徒派遣費の補助につきま

しては上位大会のみを補助しているということではございません。市の大会、都の

大会、関東、全国等、原則中体連に加盟している運動部につきましては、大会につ
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きましては補助をしております。ですので、宿泊する全国大会が主かと思いますけ

れども、通常市の大会の往復の交通費なども補助しているところでございます。 

    ２点目の引率教員につきましては、大会には教員が引率するということになって

おりまして、東京都の旅費のほうから教員につきましては支出がされているところ

でございます。 

○安間教育長  ほかにございませんか。 

○輿水委員  単純な質問です。２７番、宮上中の小山君、決勝進出という結果が書いて

ございます。これは何位だったのかなという、興味本位で申し訳ないのだけど、ど

れぐらい頑張ったか教えてください。 

○和田指導課主査  学校からの報告でございますが、決勝進出という最終結果で報告を

いただいておりまして、詳細については申し訳ございません、承知しておりません。 

○安間教育長  競技の特質があって、棒高跳びだから順位がつかないのではないですか

ね。 

○輿水委員  そうなのですか。失礼しました。 

○安間教育長  誰か詳しい人はいますか、いらっしゃらない。失礼いたしました。 

    ほかに何か御質疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは年度末に、再度表彰については御審議をいただくということに

なっておりますので、その際には活発な御審議、よろしくお願いいたします。 

    続いて生涯学習政策課から報告を願います。 

○瀬尾生涯学習政策課長  それでは、平成２７年度、八王子市生涯学習関連事業評価の

結果について報告いたします。少し資料が多くて恐縮でございます。 

    八王子市生涯学習関連事業評価につきましては、生涯学習に関連する４２０余り

の事業につきまして、２７年度評価ということで所管の評価や生涯学習審議会の評

価の後、副市長を長とします生涯学習推進本部として内容の決定をしたものでござ

います。本日は、その内容について報告をいたすものでございます。詳細につきま

しては担当の串田主査から説明いたします。 

○串田生涯学習政策課主査  それでは平成２７年度、八王子市生涯学習関連事業評価の

結果について説明させていただきます。本市では生涯学習プランに基づく事業の実
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施内容につきまして毎年、生涯学習関連事業評価を実施しております。今回、その

結果について御報告させていただきます。それでは資料をご覧ください。 

    まず１の評価の目的ですが、八王子市生涯学習プランを総合的かつ計画的に発展

していくために、その取り組み状況をチェックし、継続的に事業の見直しを行うこ

とでプラン全体の着実な推進を図ることを目的としております。 

    続きまして２の評価についてですが、まず各所管におきまして自己評価を行いま

した。評価につきましては、事業ごとにＡからＤの４段階で評価をしております。

評価基準につきましては資料の最終ページ、参考資料２にございますので参考にし

ていただければと思います。その自己評価をもとにプランの施策の展開ごとに主な

取り組みをまとめ、生涯学習審議会における事業評価をプランの四つの基本施策ご

とに実施させていただきました。基本施策、施策の展開につきましては、資料の後

ろから２枚目にございます参考資料１の生涯学習プランの体系図を掲載しておりま

すので参考にしていただければと思います。 

    続きまして３の評価の経過でございます。まず平成２８年３月に所管課に評価を

依頼いたしました。そして５月に関連課長で組織いたします八王子市生涯学習推進

本部幹事会委員から意見収集をし、６月に内容を決定しております。同じく６月に

は八王子市生涯学習審議会に議案として提出をし、意見を収集しました。８月には

生涯学習審議会評価という形でいただいております。そして９月に、副市長が本部

長であります八王子市生涯学習推進本部にて生涯学習関連事業評価を決定いたしま

した。 

    続きまして４の生涯学習審議会の評価につきましては、おおむね高い評価をいた

だいているところではございますが、情報発信を充実させるなど、市民の生涯学習

推進に努めるよう要望もいただいているところでございます。 

    続いて資料の２枚目以降、Ａ３の両面３枚がプランの４つの基本施策ごとの評価

シートとなっております。この評価シートの５ページ目、３枚目に全体を集計しま

した総合評価というものを掲載しております。そちらの５ページ目の評価シート総

合評価をご覧ください。円グラフの上段左の所管評価でございます。こちらにつき

ましてＡ評価が２３２件、Ｂ評価が１６７件、二つ合わせて３９９件、全体の９

６％、こちらが事業目的を達成した、あるいはほぼ達成したという評価となってお
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ります。またＣ評価、目的があまり達成できなかったというものが１５件、こちら

におきましては参加者数の減少など、目的数値に達成できなかったというものでご

ざいます。またＤ評価の３件につきましては、天候や講師の都合により授業が中止

になってしまったというものでございます。 

    続きまして上段右の方向性でございます。継続が４０２件、全体の９６％となっ

ております。また廃止・終了が１０件となっております。こちらにつきましては、

ほかの手法で実施した、別の講座と統合したなどが挙げられております。 

    次に下段の左、実施形態でございます。市単独で実施したが２０３件と最も多く

なっております。続いて指定管理者、委託、共催、補助、実行委員会とさまざまな

形態が見られます。 

    次に下段右側の対象者についてでございます。全市民対象というものが１７６件

と最も多くなっております。次に、その他ということで１１０件となっております。

このその他というものがいろいろ見たところ、小学生以上ですとか中学生以上です

とか親子という内容、各所管でさまざまな目的で実施をしているために、私どもで

設定した項目に当てはまらなかったというものでございます。今後につきましては

わかりやすく取りまとめができますよう、対象者の項目については改善をしていき

たいと考えております。 

    評価シートの説明は以上でございます。 

    最後になりますが、今回の生涯学習関連事業評価を受けまして今後、情報の収集

や発信、各講座の見直し、関連所管とともに改善に努めていきたいと考えておりま

す。 

    説明は以上でございます。 

○安間教育長  ただいま報告は終わりました。本件について御質疑はございませんか。 

○村松委員  最後の別添えの資料で、生涯学習関連事業４２０件、方向性の中で、廃

止・終了、休止２件とありますけれども、これ具体的にどの事業を廃止・終了、中

止したか、教えてください。 

○串田生涯学習政策課主査  まず廃止をした事業でございますが、海外友好交流都市と

の合同読書感想画展というのが一つ挙げられております。あとは家庭教育の支援と

いうところでマタニティフェスタ、このあたりは先ほど申し上げましたが、ほかの
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事業と統合するというものでございます。あとはスポーツの関係になりますけれど

も、八王子歩こう会という事業が廃止となっております。あとは市民スケート教室

等が廃止ということでなっております。 

    以上でございます。 

○村松委員  最初に教えていただいた海外交流読書画展は今年台湾と交流していたもの

ではないですよね。 

○新堀生涯学習センター図書館長  海外友好交流都市、始興市、泰安市、高雄市、それ

と合同の絵画展を多文化共生推進課で統括しておりまして、そちらを去年まではや

れていたのですが、そのうち高雄市は継続が決まっているのですけども、ほかの２

市については合同でやるという形には、今年はならなかったということで、その部

分が廃止に計上されたということでございます。 

○村松委員  では、台湾、中国、韓国でしたっけ、という方向もなくなるのですか、そ

っちはまだ継続ということですか。 

○新堀生涯学習センター図書館長  台湾の高雄市とは継続してやっていくという形には

なっておりますけども、ほかの２市を含めた合同でということはないということで

す。 

○村松委員  はい、分かりました。ありがとうございます。 

    ４２０件のうち、廃止、休止１２件ということで、八王子市の市民が楽しみに参

加してくださっていると思うので、新しいプランですとか、継続をされている生涯

学習は、もっともっと磨きをかけていただいて、長く継続していただくような御尽

力をいただければなというふうに考えております。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

    ほかに御質疑はございませんか。 

    それでは私のほうから。総合評価の所管評価でＤだったもの３件ありますよね。

この３件がどれなのかということを示してください。 

○瀬尾生涯学習政策課長  Ｄ評価につきましては、講座自体ができなかったというよう

なものが３件挙がっておりまして、スポーツ関係の雪が少なくてスキー教室ができ

なかった。あるいは講師の先生の具合が悪くて講座が急遽休止となったというよう

な点でございました。 
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○安間教育長  ありがとうございます。 

○和田委員  この別添資料の１枚目にある生涯学習審議会の評価のところに、放課後子

ども教室の評価についての説明が出ているのですけれども、放課後子ども教室とい

うのは生涯学習につながる一つの教育活動というふうに捉えていらっしゃるのかと

いうこと。つまり子どもたちの放課後、学校等で活動することが、もう生涯学習の

一つのきっかけになっていくという捉え方を生涯学習のほうではしているのかどう

か。 

    もし、そういうふうに考えているのであれば、ここに指摘されているように、や

はりもう少し放課後子ども教室の内容の充実ということをもっと図っていかないと、

今までのように残っている子どもたちを預かって、そこで何とかというだけでは、

子どもたちが社会に出たときに自分から学んでいったり活動に参加するというよう

な、そういうつながりになっていかないように思うのですが、その辺はどんなふう

にお考えになっているのでしょうか。 

○串田生涯学習政策課主査  放課後子ども教室につきましては、子どもの居場所づくり

というのが一番の目的なんですけれども、実際に運営する形態が地域ということで

八王子市は行っております。その中では学校、地域、行政ということで、三者が一

体になって行っている事業と考えております。その中で一番重要なのは地域の方が

重要というところでございますので、そういった部分では生涯学習という観点には

入っているかと思います。 

    充実に関しましては、今まで平成１９年から放課後子ども教室が始まっておりま

すが、初めのころは自由遊びという観点で始めております。ただ、ここに来まして、

やはり内容の充実というものが取り上げられておりますので、現在内容の充実も図

るというところで、地域の方が講師になっていろいろな教室等も行っておりますの

で、さらに充実させていきたいと考えております。 

○和田委員  これから子どもたちが、生涯学習というのは結局自分から進んで、自分か

ら学んでいくというそういう場ですので、今までいろいろな地域の方たちの協力を

得て、ボランティア活動的なことでやっていらっしゃいますけれども、ぜひ市とし

てもいろいろな分野に子どもたちが興味関心を持てるような、そういう取り組みを

推奨していただくというか、支援をしていただければなというふうに思っています
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ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○星山委員  しばしば出てくるキーワードで、生涯学習コーディネーターというのはど

ういうものなのか、教えていただければありがたいです。 

○串田生涯学習政策課主査  生涯学習コーディネーターという正式な役割は市のほうで

設定はしてはいないのですけれども、私どもの事業として生涯学習コーディネータ

ーの養成講座というものを毎年実施しておるところですが、その中で地域の方が、

これからどう活動していくかというところで、いかにコーディネートをしていける

かという講座を行っておりまして、講座の修了者に市の行事に参加をしていただく

など、個々に活動をしていただいているという状況でございます。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

○星山委員  最後の５ページのところに書いてある意味がいま一つ分かりません。学習

審議会評価の中ごろに書いてあるところなんですけど、「今後は事業と事業をつな

げる視点が必要なのではないか。たとえば生涯学習コーディネーター養成講座と学

習支援委員事業の連携」というところは、どういうイメージなのかちょっとよく分

からなくて、もし委員の方がおっしゃったこととかで理解しやすいように説明して

いただけるとありがたいのですが。 

○安間教育長  それでは、この部分の補足説明をしてください。 

○瀬尾生涯学習政策課長  学習支援委員につきましては、市で生涯学習の振興を図るた

め、活動支援をしていただくということで委員を選任しております。その方々は市

の生涯学習フェスティバルなどの市の行事への参加とともに、御自身が自ら活動を

されて講座みたいなものをやっていったりしていただいております。 

    生涯学習コーディネーターというのは私どものほうで養成講座をし、市民の方が

そういう生涯学習の機会をする際のつなぎ役のような役目をしていただくというこ

とになっていますので、同じく生涯学習フェスティバルへの支援などについてはや

っていただいているのですが、つなぎ役となる生涯学習コーディネーター、それか

ら実際に講座をしたり市民に広げていく学習支援委員というのが行政以外のところ、

あるいは市と行政の間のところの方々をうまく活用して生涯学習の輪がつながって

いくということが必要なので、その間の方々がうまく連携できるよう工夫をしたほ

うがよろしいですねというような御意見をいただいたところでございます。 
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○安間教育長  よろしいですか。 

○輿水委員  評価指標項目についての質問です。評価指標項目がここに示されていて、

施策によって項目を選ぶ観点が違っているのですけれども、そう捉えていいのでし

ょうか。例えば私は参加した人、関わった方の満足度というのは非常に大きな指標

だろうというふうに思うわけですけれども、満足度について高く評価指標として捉

えている基本施策と、あまりそうでもないところとがあるというのは、これは、評

価の指標を選ぶときに自由に任せているのか、これについてはこの事業はこれで評

価をしなさいよということがあるのか、少しこの資料が読みにくいというか、理解

ができていないのですけれども、これが１点。 

    それからもう一点ですが、御説明のときに、対象区分について少しあいまいだと

いうところが自評の中にもありましたけれども、対象評価についても、もう少しき

ちんとやっていかないと、意見にもなってしまいますけれども、また意見のところ

でもお話をいたしますが、出てきた数値が事実と異なるということにもなろうかと

思いますので、そこら辺のところは一つ課題かなというふうにも思ってお聞きいた

しました。指標項目についてどう読めばいいのか、読み方も含めて教えていただけ

ればと思います。 

○安間教育長  まず前半の御質問のほうにお答えになってください。 

○瀬尾生涯学習政策課長  委員から御質問がありましたとおり、評価指標の項目につき

ましては、さまざまな評価指標を設けているというところでございます。これはか

つてから生涯学習審議会の中でも、単純に応募者や参加者の人数だけでは総合学習

の効果があったのかどうかというのも図れないので、その事業によって違うが、評

価指標についてはさまざまな観点を取り入れたほうがいいというような状況の中で

諸事業ごとに評価指標を決めているところでございます。 

    また、そういった中で参加者の満足度というのを評価の項目としているところも

増えてきております。ただ、そういう事業に、ここで新しいプランで評価について

は取り組んだということもございまして、髙い指標のところとそうじゃないところ

があるのではないかというようなことは確かにございまして、アンケートをとって

定数的なもので評価しているところもございますので、そこについては事業ごとに

評価項目を個々に年度初めに決めていただいているところでございます。それが１
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点目の質問です。 

    ２点目の対象者につきまして、このような形で評価指標を決めて作ったところで

ございますが、私どもも、もう少し細かい分析が必要だということをここで認識し

ているところでございますので、次年度以降、今年度からの評価につきましては、

そこにつきまして、もう少し細かい分析ができるような評価指標に改善ができれば

というふうに考えております。 

    以上です。 

○安間教育長  状況についての説明がありましたが、私の不手際で申し訳ありません。

この後の御意見の部分がないので、ここで輿水委員、まとめて意見もひっくるめて

御発言をお願いします。 

○輿水委員  今御説明はありましたけれども、年度初めに最初からコスト削減について

は１件も検討しないというのでいいのかどうか。私は、それはやはり中身の充実と

いうことはすごく大事ですけれども、コストパフォーマンスを考えていく、ディス

トラクションしていく、それが審議会から出てきた同じようなものを一緒にすると

か、単なるコストを削減するという目的だけではなくて、中身の充実とそれから全

体のコーディネートといいますか、つながりを考えた上で何かしら努力することは

ないのかというところで考えていかないと、結果的にコスト削減については評価し

なかったというのはあるかもしれませんが、年度初めにこれを全く考えないという

のは、やはり事業者としてはどうなのかなというのが１点ございます。 

    ですから、どの時点でこの指標項目を考えるのか、また、生涯学習のほうからそ

れぞれの事業に向けてどのような御指導があるのか。指標として出す以上はそこら

辺のところもきちんとしておかないと、単なる入場者数とか参加者数という、数だ

けではないところで工夫したというのは評価いたしますけれども、年度初めにこの

事業を一体どこで評価するのかということを考えて、いわゆるゴールイメージを持

っておかないと、その時々の事業努力といいますか、そういうものが難しいのでは

ないかなと思って質問いたしました。これが１点です。 

    ２点目ですが、自分も高齢者に入るのだなということをつくづく、しっかり把握

はしているのですが、市から高齢者というふうに来たのでそれはそうなのですけれ

ども、６０歳ということを考えたときに、やはりこれから定年のいわゆる公務員で
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あったとしても第一線で働く現役の年齢が高くなっていく中で、６０歳で切るとい

うのはいつごろからなのか、また、いつ見直しがされたのかということを考えると

ころが一つでございます。 

    それと同様に、子ども・児童というくくり、１８歳というので一応、対象は１８

歳にしてありますということが明記されていますけれども、ここをもう少し精査さ

れると出てくる数字がより現実味を帯びたものになり、数字はきちんと現実を反映

しないと、これは事業に生かされていかない、ただ数字を挙げていけばいいという

ものではないと思いますので、現実が反映するデータをぜひそろえていただきたい

と思います。 

    以上です。 

○安間教育長  二つほど御意見がありましたが、いかがですか。 

○瀬尾生涯学習政策課長  御意見ありがとうございました。私どもも、生涯学習プラン

ということで各項目に挙げておりますので、今言いましたそこに向かってコスト、

コストパフォーマンス、さまざま中身についての評価ができるように、年度初めか

ら取りまとめをしたり、全体を見渡すのは私どもの役目だと思っておりますので、

全庁的に関わって、どこの部にも入っている事業でございますが、全体的な中で見

まして、良くしていければと思います。 

    また、年代などにつきましては、確かに生涯学習プランでも新たな視点として子

どものころから始める学びであるとか、現役世代の生涯学習であるとか、高齢者の

力を生かすというのを新たな視点として入れております。幸いにして、そういう形

での分析が今後できるかなと思いますので、また、そもそも子どもとは、そもそも

現役世代とは、そもそも高齢者とはと、そういうところについてもよく議論をしな

がら進めていきたいと考えております。ありがとうございました。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。 

○輿水委員  補足でもう一点です。事業の実施形態のところですけれども、どういうふ

うな事業の実施形態が望ましいのかというふうなイメージを持ってお進めいただけ

たらなと思うのです。審議会からの評価についても、市民が自らが関わるというか、

そういうところをぜひというふうな、そんなお声も出ているようでございますので、

例えば実行委員会形式のところがもう少し増えていくようなそういう、この推進上
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の目指すものをどういうふうに持っていらっしゃるのかということにかかわってく

るのかなと思います。実施形態として、結果こうでしたよというのは分かりました

けれども、これから後、これをどのようにやっていくのかということ、今日は評価

でございますので、これをもとにまた新たに生涯学習から出てくるものと期待して、

意見を申し述べました。 

○安間教育長  ありがとうございます。非常に重要な御指摘ですので、ＰＤＣＡと言わ

れていますけど、ＣとＡと、そしてＰへのつながりということですから、来年度の

ランニングの際には本日の意見をぜひ覚えておいていただいて、計画を立てていた

だければというふうに思います。 

    ほかに御質疑、御意見等はございませんか。 

○星山委員  ２点あるのですけれど、今度はお願いというか私の意見なのですけど、生

涯学習というと物凄くたくさん色々なものが出てくると思うのですけど、その中で

八王子市としてここだけはすごく大事なのだよということ、質の差別化と言ったら

おかしいのですけど、具体的に言うと、私はいろんなところを回っていて、一番今

課題だなと思うのは、親に対する社会教育なのです。もっと言うとお母さん、それ

からお父さん、子育てに係わる親御さんに対して、好きなことをやっていいよ、生

涯学習どういうことでもみんなで学んでずっとやっていこうよという、それはそれ

でとても大事だと思うのですけど、でもいろんなものってどんどん変わっていて、

子どもたちも変わっていっているし、環境も変わっている中で、やはり市民として

ずっと学んでいかなきゃいけない。自分は良くてもほかの子どもたちやほかの人の

ために学んでいかなきゃいけないのではないかということに関しては、もう少しは

っきりプランニングして、極端に言ったら、学びたくなくてもこれはやはり市民と

して当然知っておくべきことなのだよという講座というか、そういうものがちゃん

とあったほうがいいのではないかなと最近思ってきたわけです。何かそれを社会教

育というらしいのですけれど、やはり一律にあるだけではなくて、私は例えば、先

生とのお付き合いの仕方や、学校教育が今どうなっているのか、どういう子どもた

ちが一生懸命暮らしていて、自分だけの力ではどうにもならない子どもたちもいて、

八王子ではみんな応援団なのだよ、チーム学校でやっていくのだよというのをもし

打ち出すのであれば、そういうこともやはり生涯学習の中に一つきちんとした理念
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として打ち出していかないと伝わらないのではないかなと思っていて、特に私は子

育て世代の親御さんにはそういうことをすごく分かってほしいなと思います。 

    それが多分さっき出てきた生涯学習のコーディネーターなのか、ボランティアを

育成することなのかというところまでは分からないですが、少しそこははっきり筋

道があったほうがわからない人にはわかりやすいだろうなというふうに思いました。

という親御さんに対する社会教育的なことを含んでいただけたらというのが１点目

のお願いです。 

    ２点目はここにもちらちら出てきているのですけど、八王子でやっている他市に

ないすばらしいことってすごくたくさんあると思うのです。放課後子ども教室もそ

うで、評価は低いけど、私はものすごくすばらしいことだと思いますし、市民の力

もすばらしいと思うのです。それをどうやって循環していくか、あるところはボラ

ンティアをやりたい人であふれていて、あるところは足りないというところがあっ

て、それは市の役目かなと、そこの交通整理みたいなことをしながら、それこそ生

涯学習しながら誰かのために学び、それが誰かのここで役立っていくという具体的

なマップ作りみたいなことって、今すごくどこでも求められているし、人材なんて

言われているけど、八王子市はたくさん人がいらっしゃるのではないかと思います

ので、今度はそれのマッチングとコーディネートということになっていくのではな

いかなと。前も同じようなことを申し上げたかなと思うのですが、そこの交通整理

が上手にできると、すごく市民力というのも発揮できるし、今ある学校の中の課題

というのも生涯学習のいろんなところで学んだ方たちの力をかりることで、うまく

子どもたちの力に変えていけるのではないかなと思うところがありましたので、意

見とお願いでした。 

    以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。御意見をいただきましたが、何かありますか。 

○瀬尾生涯学習政策課長  御意見ありがとうございます。今後の参考にもさせていただ

きたいと思います。 

    生涯学習は一義的には、レクリエーション活動とか趣味とかということをイメー

ジしがちでございますが、八王子市においてというか、当然私どもの目指している

ところとしましては、生涯学習の循環ということで、市民の方一人一人が乳幼児期、
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学齢期、青年期、成人期、高齢期の中でさまざまなことを学び、社会を生き抜く力

をつけていくというようなことかなというふうなことで、生涯学習プランについて

も推進をしているところです。 

    八王子市は特色としましては、この広大な面積を持っていて、歴史もあるという

中では、地域の力、あるいは市民団体、あるいは企業や大学というような要素もご

ざいますので、その中で市民の方一人一人に多様な主体の連携とか協働による学習

活動とかが必要なのかなと思っているところでございます。 

    他の委員の御意見にもございましたが、その中で行政として支えるべきこと、そ

れから働きかけること、地域の方やそのほかの団体の方にやっていただくべきこと、

それで子どもを初めとして、一人一人の市民に行きわたっていくような生涯学習、

そういう少し大き目の視点で取り組んでいければと思っております。 

    ありがとうございました。 

○安間教育長  いかがでしょうか。 

○和田委員  私も２点、全く違う立場になってしまうのですが、１点目は、これまで生

涯学習については、いろんなメニューを提供するということを一つの目的にいろん

な自治体がいろんな講座を設けるような、そういう動きになってきたわけですけれ

ども、やはりこの八王子市が打ち出しているように、生涯学習というのは、学ぶ、

生かす、つながるという一つの大きな流れの中で生涯にわたってそれぞれのライフ

ステーションの中で学ぶ機会や教育を受ける機会をつくっていくという、そういう

流れになっていると思うのですね。ですから、今回も評価を受けているように、参

加者の満足度というのは、ただ与えられた講座に参加することでの満足度だけでは

なくて、やはりそこの中に入って自分も講座をつくり上げていったり、協力してま

た新しいものを何かできないのかという、そういう参画的な生涯学習のメニューに

していくべきだろうというふうに思っているのですね。そういう意味で、やはりつ

ながるということは、自分たちが参加しているだけではなくて、ほかの事業と一緒

にならないのか、あるいはほかの人たちと一緒になってこういう活動ができないの

かという、そういうつくりかえていく、あるいはより良いものにしていくという、

そういう何て言うのですかね、余裕のある活動をぜひこれからもしていっていただ

きたいなというふうに思います。いろんなメニューを提供するだけではなくて、つ
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くり上げていくことに参加者は喜びを感じていたり、参加して良かったなと、そう

いう思いになるのだろうというふうに思っています。 

    それから２点目は、前に提案したときにある意味一笑に付されてしまったのです

けど、星山先生が言われたことと全く同じことを私は考えていて、教育基本法が変

わったときに生涯学習の理念というのが打ち出されたことをきっかけにもう社会教

育はなくなったのだという捉え方をするような人がいるのですけども、教育基本法

の中にはちゃんと社会教育が残っているわけで、その中身について、何か生涯学習

で自分たちで学びなさいよ、主体的にやりなさいよという投げかけだけになってし

まってきている傾向があって、ある教育委員の方には社会教育なんか必要ないんだ

みたいなことをこの会議の中でも言われたことがあったのですけど、今課長さんが

説明されたように、市のほうとして学んでほしいこと、教育を受けてもらいたいこ

とというのは、やはり歴然とあるのですよね。家庭教育であり、青少年教育であり、

それから女性教育であっても、そういう部分について学んでほしい、知らない人に

対していろんな情報提供するような。言ってみれば生涯学習なのですけど、社会教

育が必要になってくるということがあると思いますので、先ほど申し上げたように、

つくり上げていく生涯学習の講座とあわせて、きちんと、今、市としてこういうこ

とが問題なのだ、課題になっているのだ、家庭教育ではこういうことをやはり理解

してもらいたいのだという、そういうことを打ち出していくような、そういう提案

をこれからしていただければなというふうに思っています。生涯学習だからみんな

選んでどうぞ参加しなさいというだけでなくて、市のほうとして今市民として必要

とされているものはこういうものなのだということを提案できるような生涯学習の

あり方であってほしいというふうに思っています。 

    ２点申し上げました。 

○安間教育長  貴重な御意見をいただきましたけど、事務局のほうからはよろしいです

ね。 

    他の部局との連携が非常に必要になってくるお話だろうと思いますから、そこら

辺を１回は必ず整理をしてまいりましょう。 

    ほかにございますか。 

○村松委員  今教育長もおっしゃったように、他の部局との連携がとても大事だと思う
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のですね。それで、この評価シートを見てみますと、子ども家庭部や、地域団体、

東京交響楽団さんとか、プラネタリウムの星空を夜に眺める会ですとか、市民また

は子どもはこれがとても楽しみだと。子どもとクリエイトホールに行って、図書館

に行っていろんな講座をやっている方たちを拝見すると、喜んでウキウキしながら

その教室に入っていくわけですね。ですから、２８年度も始まっていますけども、

自信を持って方向性をつけてほしいと思います。また連携をとるときに統合ですよ

ね、そういうことも考えていただいてやっていただくのが多分いいと思います。こ

この生涯学習部さん、または市が考えている以上に市民、子どもたちが参加するこ

とに喜びを感じてくれたり、楽しみにしてくださっている方たちがたくさんいます

ので、ぜひ精査をしながら頑張ってやっていただきたいなと思います。 

    以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。事務局から、よろしいですね。 

    それでは本日はさまざまな御意見をいただきましたので、ひとつそのままにしな

いで、どこかでもう一度考え方をきっちりと整理をするというような作業をしてま

いりましょう。 

    それでは、生涯学習関連事業評価の結果についての報告は承ったということにさ

せていただきます。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  ほかに何か報告する事項等はございますか。 

○廣瀬学校教育部長  ございません。 

○安間教育長  それでは、これで公開の審議は終わりますけども、委員の方々から何か

ございますか。よろしゅうございますか。 

    それでは、個人的に大変残念なことなのですが、和田委員が９月３０日をもって

任期満了となりますので、定例会への出席は本日が最後となります。皆様の前でお

話をいただく機会も今回で最後となろうかと思いますので、この場でぜひ和田委員

から退任の御挨拶をいただきたいと思います。 

○和田委員  大変お世話になりましたけれども、今日がこういう会議での最後のお話を

する機会だというふうに思っております。 

    ８年間を振り返りますと取りとめのない話になりそうなので、今日はお伝えした
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いことだけを少し自分なりにもまとめてきたというか、お話ししたいことだけをこ

こでお話させていただきたいなというふうに思います。 

    まずは、２期８年にわたりまして、ここにいらっしゃる教育委員の方々、また教

育長、それから歴代の教育委員の皆様方には大変お世話になりました。また、長い

期間にわたって事務局の皆さんたちには大変お世話になりまして、無事ここで任期

を終了することができたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。本当にあり

がとうございました。 

    ８年前に教育委員にお声を掛けていただいたときには、これまで私自身が学校の

教員であったり、あるいは行政にいたり、あるいは大学の中で教員養成をするとい

う、そういう立場から、何か八王子の教育、あるいは行政、あるいは子どもたちに

とって何かお役に立てるようなことがあるのではないかということからお引き受け

をいたしました。 

    しかし、今振り返ってみますと、８年間の中で何がお役に立てたのか、確かな実

感が持てないまま過ぎてしまったなというのが正直なところで、大変申し訳なく思

っておりまして、役割が果たせたのかなというような思いで今日の日を迎えており

ます。 

    教育委員が行政や、あるいは学校に対してどのような役割を果たしていくのかと

いうのは、やはり大きな課題になっているわけですけれども、特に、新教育長制度

とする新しい教育委員会制度であるとか、総合教育会議の中で教育委員がどういう

役割を果たしていったらいいのかというのは、やはりこれからも大きな課題になっ

ていくのではないかなというふうに思っています。 

    この８年間を通して一つだけお願いをしたいというか、申し上げたいということ

を考えたときに、私としては教育委員会と学校の責任者である校長先生、あるいは

いろんな事務所の所長さん方等を含めて、学校教育とか、あるいは生涯学習とか、

あるいは教育行政とかというものについて、十分に話し合っていただき、同じ方向

でいろんな教育の充実に努めていただきたいなというのが正直な感想です。 

    校長と教育委員会が知恵と力を合わせて連携していくことが今ほど求められてい

るときはないと思っています。御存じのように、今学校は教員の人事構成のアンバ

ランス、それから多様な保護者からの要請、それから地域との連携・協力が求めら
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れています。また、多様な子どもたちもたくさん通常学級の中には在籍するような、

そういう状況になってきました。学校は、私も教育委員としていろいろ回って校長

先生方とお話をしている中で、やはり学校は教育委員会の支援や協力を得ながら一

緒になってやっていきたいという思いが強くあるように思っています。知恵と、そ

れから実行力のある校長先生方にたくさんお目にかかりましたけれども、その人た

ちが忸怩たる思いで一緒にやりたいのだけれどもなかなか協力体制がとれないとい

うお話も聞いてきたことについて、ある意味ではそういった力を引き上げていって

協力して行政を進めていただきたいなというふうに思っています。 

    教育予算というのは制限があるわけですけれども、教育活動には制限や限界はな

いわけで、お金がなくても取り組めるさまざまな取り組みがあるわけですので、ぜ

ひ校長先生方と力を合わせてこれからの学校教育や、それからこれから伸びていく

子どもたちへの支援を教育行政として行っていただきたいなというふうに思ってい

ます。 

    かねてから、私は八王子の住民ですけれども、東京都においても、それから多摩

地区においても、八王子というのはやはり大きな存在感のある市なのですね。そう

いうところで何をやっているのかというのが、いつも注目されているというふうに

私は実感しております。ぜひこれからさまざまな協力・連携を図りながら、特色の

ある、そして豊かな教育活動を八王子の中で実施して、展開していっていただきた

いなというふうに思っています。 

    私も八王子の一市民として、また八王子市内にある大学での教育にかかわる仕事

をしている教員として、これからも八王子のために何か少しでもお役に立てること

があったらやっていきたいというふうな思いでおりますので、今後とも、ぜひよろ

しくお願いしたいというふうに思っています。長い間本当にお世話になりました。

ありがとうございました。 

○安間教育長  ありがとうございました。それでは委員の皆様方から和田委員に一言ず

つ贈る言葉をいただければと思います。星山委員から。 

○星山委員  私は初めて教育委員になりましたときから３年御一緒させていただきまし

た。初めてお目にかかったときから、私の第一印象では学校の校長先生のような方

だなというようなイメージがあり、非常に冷静で物事を的確に捉えていらして、す
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ごくいろんなお立場を経験されているので、物の見方が非常に多角的なのですけれ

ども、筋が必ず大事なところに戻ってくるというところがすばらしいなというふう

に感じておりました。 

    いろいろなことがありましたので、私自身不安なこともありましたけれど、でも

和田先生のお顔を拝見すると、いつも安心していられるなというお父様的な存在だ

ったように思います。でも、長い月日を経て、３年間たってきますと、非常に人間

らしい一面といいますか、子どもたちに対する思いであったり、人間としての非常

に幅の広い豊かさだったりいろいろなところも私にはとても魅力的というか勉強に

なりました。 

    短い間でしたけれども、今振り返ると、来月からいらっしゃらないと思うと、と

てもさみしいといいますか、まだ信じられないような気持ちですけれども、御縁が

あってこの３年間御一緒させていただいたということは、私にとりましても、また

子どもたちにとりましても、この市にとりましても、非常に意味のある豊かな時間

であったなというふうに思っております。またこれからも、ぜひこの立場を離れて

も御活躍いただき、いろいろな立場で見守っていただけたらいいなというふうに思

っております。３年間ですけれども、御一緒させていただいてとても感謝しており

ます。どうもありがとうございました。 

○安間教育長  続きまして、輿水委員、お願いします。 

○輿水委員  今朝もそういうことをお話しいたしましたけれども、これから和田委員の

いない教育委員会というのが想像できないねと、それぐらい大きな存在だったとい

うことを、私たちみんな確認したところです。今星山委員もおっしゃいましたけれ

ども、本当に幅広い御経歴があって、特に、管理主事をなさっていたというふうな

ところから、非常に鋭く厳しい視点と、その一方で校長先生として、また大学で学

生を教えていらっしゃるということから、見通しを持った温かさみたいなものが、

この雰囲気をつくっていらっしゃるのだろうなというふうに思っていたところです。 

    和田先生には、本当に八王子の教育委員会をどうしていったらいいんだろうかと

いうことを一緒に考えさせていただいたと思っています。私はまだここに来て、ま

さに新参者ではございますけれども、受け継いでいかなければ、任期が切れたらそ

れで終わりというわけではなくて、先輩から受け継いでいく、これからどうやって
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いこうかということを私の中に芯として、核としてつなげてくださったのは和田先

生かなというふうに思っています。 

    八王子を愛しているというのが、お言葉では愛しているなんておっしゃいません

けれども、ひしひしと伝わってきて、ぜひその思いを私どもが受け取りつなげてい

ける、そんな存在で自分もありがたいなと思っています。 

    これからも、さまざまに御活躍ということは重々わかっておりますし、また八王

子にも貢献していただきたいのですが、日々も楽しんでいただけたらもっともっと

先生から受け継ぐものが多くなるのではないかなというふうにも思っております。 

    ぜひ健康に留意されて、これからまた八王子を、また子どもたち、もっと大きく

言えば東京、日本の教育をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

○安間教育長  続いて、村松委員、お願いします。 

○村松委員  和田委員、本当に８年間お疲れさまでございました。今の気持ちを述べま

すと落花流水または諸行無常でしょうか、本当に時は移りゆくもので、ちょうど８

年こちらで御活躍していただいたということは、うちの長男が小学校１年生から今

中学２年生ですから、ちょうどその時期に当てはまるんですね。そう考えると、本

当に長い間八王子の教育行政に御尽力いただいたのだというふうに思っております。

また、その中には東北の大震災もございましたし、八王子の子どもたちも計画停電

やいろんなことがあった中で、和田委員がいろんな形で子どもたちのために御尽力

いただいたから今無事に学校に通えていると思っております。 

    私が去年１０月にこちらに就任して、和田委員とは１年しか御一緒できなかった

のですけれども、学校訪問のイロハを御一緒させていただいて教えていただいたり、

いろんな形で教えていただいた、私の師匠でもありまして、和田先生の御人徳に触

れさせていただいて、自分自身も人間の糧をいただいたような気でおります。私の

ような浅学非才が言うのも何ですけれども、これからもますます御活躍をいただい

て、ぜひこれからも八王子の教育行政にいろいろと教えていただければなと思って

おります。本当に８年間ありがとうございました。 

○安間教育長  各委員の皆様、ありがとうございました。 

    和田委員は平成２０年１０月から２期８年間教育委員として八王子市の教育の発
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展に御尽力をいただきました。私個人的にはこの４月に着任いたしまして、まず水

に浮かべるかどうか精いっぱいだったところを何とか先生のお力で、今辛うじて水

面に浮いていられるのも、全て和田委員のお陰だというふうに考えてございます。 

    和田委員は、私が指導主事になったころから大先輩で、都庁の中でも憧れの先輩

でありました。ここでまたこうやって再会できたことを本当に嬉しく思いますし、

決して私は簡単にさよならをするつもりはございません。これからもずっとご指導

いただきたいというふうに考えてございます。 

    和田委員のこれまでの御貢献に対しまして、感謝の気持ちを込めまして、改めて

皆様、盛大な拍手をお願いいたします。 

    以上で公開の審議は終わります。なお、休憩後は非公開となりますので、傍聴の

方は退席をお願いいたします。再開は２５分にいたしたいと思います。それでは、

暫時休憩といたします。 

〔午前１０時１２分休憩〕 

 

 


